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午後１時３０分 開会 

（１）開会 

○司会 皆様、お待たせいたしました。 

 ただいまから「食品に関するリスクコミュニケーション（東京）－米国における食品媒

介疾患と薬剤耐性菌の現状と最新知識－」を開催いたします。 

 本日は、お忙しい中、多数の方々にご来場いただきまして、まことにありがとうござい

ます。できるだけ多くの方々におかけになっていただけますよう、ご協力くださいますよ

うお願いいたします。また、ご気分が悪くなられた際には、お近くの係の者までお声がけ

ください。 

 それでは、まず初めに、皆様のお手元にございます配付資料の確認をさせていただきま

す。 

 まずは、「配布資料一覧」、「議事次第」、「講演者プロフィール」、本日の講演資料、本日

の意見交換会のアンケート、「安心を食べてほしいから。見守っています、食の安全。」と

いう食品安全委員会のリーフレット、「食品の安全性に関する用語集（改訂版）」、そして、

食品安全委員会季刊誌「食品安全 vol.４」の順でご確認ください。もし足りない資料が

ございましたら、どうぞお近くの係員までお知らせください。 

 なお、アンケートにつきましては、今後、私どもが行う意見交換会をよりよくしていく

ために、ぜひご記入の方をお願いいたします。会の終わりに、出口におきまして回収箱を

設けますので、その中にお入れください。 

 また、ほかのお客様のご迷惑となりますので、お手持ちの携帯電話は、電源をお切りい

ただくかマナーモードにご設定いただきますようお願いいたします。 

 

（２）開会挨拶 

○司会 それでは、まず初めに、主催者を代表いたしまして、食品安全委員会、寺尾允男

委員長代理よりごあいさつを申し上げます。 

 それでは、お願いいたします。 

○寺尾委員長代理 皆様、こんにちは。食品安全委員会で委員をしております寺尾でござ

います。 

 食品に関するリスクコミュニケーションの一環といたしまして、本日の講演会を開催す

るに当たりまして、一言ごあいさつ申し上げます。 
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 会場の皆様方、本日はお忙しい中を、厚生労働省、農林水産省、私ども食品安全委員会

の３省主催の講演会にご出席いただきまして、まことにありがとうございます。心からお

礼申し上げたいと思います。 

 本日は、米国のＣＤＣ（米国疾病管理予防センター）からフレデリック・アンギュロ博

士をお招きいたしまして、「米国における食品媒介疾患と薬剤耐性菌の現状と最新知識」と

題しましたご講演を賜ることにいたしました。 

 アンギュロ博士は、本日の資料の中にも「講演者プロフィール」というものがございま

すけれども、疫学の専門家といたしまして、ＣＤＣの感染症センターの細菌及び真菌症部

の食品媒介・下痢症疾患部門の責任者を務められております。また、きょうご説明いただ

けると思いますけれども、FoodNetとか薬剤耐性菌監視システム（ＮＡＲＭＳ）における

責任者といたしましてもご活躍でございます。 

 また、さらにＷＨＯとかそのほか多くの専門家会議にかかわってこられておりまして、

国際的にも広くご活躍をなさっている先生でございます。 

 先生には、1週間ということで日本においででございますけれども、大変お忙しい中を、

本日のご講演のためにお時間を割いていただきましたことを、心からお礼申し上げたいと

思います。 

 皆様方ご存じのように、近年、私たちの食生活は非常に豊かになってきております。そ

の一方で、我が国では、食のグローバル化といいましょうか、ご存じのように、我が国で

は、大体半分以上の食料は外国に依存しているわけでございますけれども、このような状

況によりまして、食に関するリスクが非常に複雑化なおかつ多様化してきております。特

に食品を媒介にした疾患や薬剤耐性菌の問題は、我が国で今後、さらに適切な体制あるい

はサーベイランスのシステムを構築する重要性が問題になっているということがいえると

思います。 

 我が国では、食中毒の発生の数からいきますと、世界を見ましても、少ない方の１つの

国であるということがいえると思います。一方では、記憶に新しいのは、1996年に起こり

ました腸管出血性大腸菌Ｏ157：Ｈ７でございますけれども、このような大規模な食中毒

事件も経験しておりまして、国民の皆様は、食中毒をコントロールするということの重要

性につきましては、十分にご理解いただいていると思っております。 

 厚生労働省、農林水産省、あるいは私どもの食品安全委員会も、国民の皆様方には、さ

まざまな関連する情報を積極的に提供してきているところでございます。最近は、特に薬
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剤耐性菌の問題につきましては、これは動物飼料等に関係する問題でございまして、国民

の皆様方の関心も非常に高いし、さまざまな議論があるところでございます。 

 このような日本の現状にかんがみまして、本日、米国における食品を媒介として起こる

疾患や薬剤耐性菌の問題、あるいはこれらの管理、監視システムの現状を、経験に基づい

て直接お話を伺うことができるということで、我が国の今後の対策の参考とさせていただ

くことができるわけでございまして、これは日本にとりましても大変有意義なことである

と思っております。 

 本日のご講演では、米国における食中毒の発生状況、あるいはその原因、さらに、これ

を予防するための管理システムなどにつきまして、アンギュロ博士のご経験に基づきます

お話を伺えるものと思っております。 

 本日のご講演の後、意見交換を予定しておりますので、いろいろのご質問あるいはご意

見がございましたらばお寄せいただければ、私どもの理解が深まるようになるのではない

かと思っておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 以上、簡単ではございますけれども、私の開会のあいさつとさせていただきます。 

 どうもありがとうございました。（拍手） 

○司会 ありがとうございました。 

 

（３）講演 

○司会 それでは、これより講演に移らせていただきます。 

 本日は、ＣＤＣ（米国疾病管理予防センター）のフレデリック・アンギュロ博士から、

「米国における食品媒介疾患と薬剤耐性菌の現状と最新知識」としてご講演いただきます。 

 アンギュロ博士は、カリフォルニア大学デイビス校獣医学部をご卒業後、同大学ロサン

ゼルス校で博士号を取得し、1993年より米国疾病管理予防センター（ＣＤＣ）に勤務され

ております。1995年より、疫学の専門家として、ＣＤＣ感染症センター・細菌及び真菌症

部食品媒介・下痢性疾患部門において、FoodNet並びに薬剤耐性菌監視システム（ＮＡＲ

ＭＳ）の責任者に就任されていらっしゃいます。 

 国際的にもご活躍されており、ＷＨＯなど多くの専門家会議に招聘されています。 

 2004 年 3 月からは、下痢性疾患患者数の実態把握のためのアクティブサーベイランス

に取り組む各国間での情報交換を目的としたリストサーブを立ち上げ、我が国の国立医薬

品食品衛生研究所のプロジェクトへの助言なども行っていらっしゃいます。 
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 それでは、アンギュロ博士、よろしくお願いいたします。 
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○講演 

米国における食品媒介疾患と薬剤耐性菌の現状と最新知識 
 

          米国疾病管理予防センター 食品媒介・下痢性疾患部門 

フレデリック・アンギュロ博士 

 

皆様、こんにちは。 

本日は、ご招聘いただきまして、ありがとうございました。 

また、主催者の食品安全委員会にも御礼申し上げます。鈴木先生もいろいろご準備くだ

さったことにお礼申し上げますし、また、聴衆の皆様、わざわざお越しいただいたことを

御礼申し上げます。 

（パワーポイント２） 

私、ＦＤＤのところで仕事をしておりますけれども、ＣＤＣは非管理機関でございます。

私どもの仕事は、リスクを評価することでありまして、情報をリスク管理担当者に提供す

ることであります。つまり、農務省に対して、またＦＤＡに対しても、情報を提供すると

いう仕事をしております。科学的な研究調査を行い、全国のサーベイランスなども行って

おります。私どもの目標は、このような食品媒介の疾患などに関して原因を特定して、介

入し、その病気の発生数あるいは負担を減らすことであります。 

例えば耐性菌などによる感染などが、こうした病気を引き起こしているわけであります。

私どもは、このような介入の実施に当たりまして、複数のパートナーと一緒にやります。

特に州の保健所などの当局、あるいはさまざまなパートナーと協力しておりまして、産業

界、大学などの関係者とも協力連携をしております。 

（パワーポイント３） 

これは、公衆衛生のサイクルを示しております。 

まず最初に、一番上のところにサーベイランスがあります。全国サーベイランスという

たたき台、プラットホームの上に、このような特別な調査が行われ、特別な研究なども行

われておりまして、それによって、こうした予防対策、介入ができるようにしております。

そしてサーベイランスを行いまして、どのくらいうまく介入ができたかを決め、疾病の軽

減に寄与したかを調べるわけであります。 

きょうの話の主な点は、この 10 年間、アメリカでどのような措置をとってきたか、そ
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して、サーベイランスの改善がいかに実現してきたかという点に傾注いたします。 

（パワーポイント４） 

まず、現状についてお話しいたしましょう。このような食中毒などがアメリカでどうな

っているか。 

まず、最初にお話ししておきたいのは、歴史という観点であります。1993年にさかのぼ

ります。大規模な大腸菌Ｏ157の食中毒事件がアメリカ西部諸州で発生しました。特にワ

シントン州などで発生しております。 

幾つか著名な事象があります。これはその後の結果であります。しかし、この食中毒発

生事件によりまして、一般の人の関心が非常に高まり、マスコミなどもアメリカで大々的

に関心を示しました。特にこれはちょうど大統領選挙戦中に起こった、クリントン大統領

の最初の選挙のときに起こったという時期的なこともあったと思います。 

（パワーポイント５） 

何人がＯ157に感染したかということで、これは検査で確認されたものでありますが、

726例の確認症例があります。そして、実際に感染した人はもっと何千人もいたわけであ

ります。死亡は４名あります。死者はすべて 5歳以下の幼児でありました。 

この食中毒の発生のピークが 12月にあったわけであります。11月がちょうど選挙のと

きです。１月には減少していきました。クリントン大統領が選出後、初めてとった措置は、

４名の亡くなった子供たちの家族に電話をしたということであります。クリントン政権の

時代になれば、食品安全のプログラムをアメリカで改善するということを、その遺族にい

ったわけであります。 

さて、発生日（０日）から、汚染されたハンバーガーが最終的に市場から撤去されるま

でにかかった日にちなどを赤く示しております。この中毒は、ハンバーガーのレストラン、

ジャック・アンド・ボックスを中心として発生しております。 

（パワーポイント６） 

その中毒事件の結果、クリントン政権によって、新しい財源なども確保されました。大

統領の食品安全強化プロジェクトが 1995 年に打ち出されました。このような財源資源を

活用いたしまして、３つの新しい全国サーベイランスプログラムが立ち上げられました。

きょうは、これについてお話ししてまいります。 

まず、最初のプログラムは PulseNet というプログラムであります。２つ目のものが

FoodNetです。３つ目のものがＮＡＲＭＳと呼ばれるものであります。 
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（パワーポイント７） 

まず、最初に、PulseNetについて詳細の話をしてまいります。 

（パワーポイント８） 

PulseNet とは、食品媒介病原体の分子サブタイピング・ネットワークのことでありま

す。このネットワークの中では、検査におきまして標準化された分子サブタイピングの手

法を使います。つまり、パルスフィールドゲル電気泳動法というものが使われております。

すべての州の公衆衛生の検査所、アメリカの自治領などが、このような標準化された手順

に従う。つまり、標準化された機器、標準化されたアプローチを使うという仕組みであり

ます。 

現在、この検査において、Ｏ157大腸菌そのほか志賀毒素産生性大腸菌、リステリアの

分離菌、サルモネラ菌、赤痢菌、カンピロバクター、ウェルシュ菌などが対象になってお

ります。 

検査のときに標準化されたアプローチが使われますと、つまり、このＰＦＧＥ手法が使

われますと、分離に関して指紋のようなものがつくられます。つまり、各バクテリアごと

にユニークな指紋のようなものができるわけです。そして、このような指紋のようなもの

を比較する。つまり、菌同士で、収集した全体のコレクションと比較することによりまし

て、この分離菌が新しい分離菌の発生を示すのかどうかが特定できます。つまり、分離菌

のクラスタがあり、同じ指紋を示すということで、早期警報になります。つまり、集団発

生があるかどうかの指標になります。 

ですから、PulseNet のいい説明として、全国早期警戒警報システムといった呼び方が

できるのではないでしょうか。それがまさにPulseNetの実態であります。 

（パワーポイント９） 

さて、PulseNetが 1996年に開始されて以降、サブタイピングが行われた細菌の数、そ

してフィンガープリントをつくったものの数のデータベースが劇的にふえてまいりました。

2003年には、ほぼ２万 5000の、病気の方から分離された異なる細菌のサブタイピングが

行われまして、PulseNetが活用されました。2004年になりますと、その数は３万件以上

の分離菌になりまして、これらのものがＰＦＧＥ手法によってサブタイピングが行われま

した。 

さて、それぞれの分離菌のサブタイピングがされるときには、これはイントラネットの

情報に入り、全国データベースに入るわけであります。そして、データベースの評価が行
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われまして、新しい分離菌がユニークな分離株なのか、あるいは既存の分離菌でデータベ

ースにあるものとマッチングがあるのかどうかが照合されるわけであります。そして、疫

学者チームが調査を行いまして、すべてのクラスタを調べる。同じフィンガープリントの

あるものを調べて、これらが集団発生であるかどうかを判断していきます。 

（パワーポイント 10） 

さて、PulseNet というのは、効率のよい早期警戒警報システムであります。そして、

その効率を示すために、再び重要な西部諸州の 93 年の集団発生についてお話をしてまい

りましょう。 

93年の中毒発生のときに、実は何千人の人たちが感染しました。726例が培養によって

感染が確認され、死者４名でありました。重要な時期的なものを 93 年で見てまいりまし

ょう。つまり、最初に発表したとき、汚染肉が市場から回収されるのに 50 日もかかった

わけであります。さて、この遅延のほとんどは、発生があると認識するまでに 39 日かか

りました。病気が認識された後では、もう 10 日かかって調査が行われ、原因を特定する

のにそれだけかかったというわけであります。 

 しかし、2002年になりますと、アメリカのコロラド州におきまして、非常に似たような

状況が見られた中毒事件がありました。しかし、コロラド州では、2002年の事件におきま

して、最初の症例があってから発生が認識されるには 18 日しかかかりませんでした。39

日ではなく、18日で認識されました。この箱の１つ１つが病気の人の数をあらわしており

ますが、93年の中毒事件と比べると、病気の人の数がずっと少なくて済んだということが

いえると思います。そして、疫学者が調査を行いました。これも、この病気が検出された

日に既に行いまして、肉を市場から回収した日にも調べました。その結果、病気がもう起

こらなかったわけであります。 

 これは同じような状況であります。ですから、もしこのような公衆衛生の措置がなかっ

たら、肉を市場から回収しなかったら、同じような症例数に膨れ上がったということが、

2002 年でもいえたと思います。ですから、この事例を示すことによりまして、PulseNet

のパワー、価値を示します。つまり、早期警戒が出されたために、早期の調査が行われて

急速な対策がとられた。そして、そのほかの多くの追加的な感染症例を防ぐことができた

わけであります。 

 では、FoodNetの話に入る前に、私の方で強調したい点があります。日本は、とても幸

運だと思います。というのは、日本には PulseNet と非常に似たようなプログラムがある
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からであります。つまり、渡辺先生の感染症研究所におきまして、全国レベルで、PulseNet

システム日本版があるわけです。既にそこでも実証されておりまして、このような発生を

有効に早期に検出することができるようになっています。ですから、日本には、アメリカ

のPulseNetととても似たようなものが、既に実態としてあるということだと思います。 

 （パワーポイント 11） 

 さて、次のプログラムとして私がご紹介したいのが、FoodNetです。 

 （パワーポイント 12） 

 FoodNetというのは、これもやはり食中毒なのですが、能動的サーベイランス・ネット

ワークのことであります。この FoodNetにおきましては、10州のすべての検査機関にお

いて確認された全感染症に関して、能動的サーベイランスを行います。例えばＯ157その

ほか志賀毒素産生性大腸菌、リステリア、サルモネラ、赤痢菌、カンピロバクター、エル

シニア、ビブリオなどが対象であります。 

 ここで重要な特徴は、このFoodNetは能動的、アクティブサーベイランスでありますか

ら、FoodNet関係者は検査機関に行って、すべての検査で確認された症例を確認できるわ

けであります。つまり、パッシブでありますと、検査所から我々の方に報告が来るのを待

つわけですが、これは受動的でなくて能動的に、毎週検査機関に行って、何件の症例があ

ったかを調べるという能動性があります。 

 ですから、FoodNetの焦点は、集団発生を特定するだけではありません。FoodNetは限

られた地域だけを対象としておりまして、全国規模のものではないのです。ですから、

FoodNet の目的は、疾患の負担、すべての感染者数を決定しようとするものであります。

散発的、個別の症例などがあるということで、集団発生だけに絞ったものではないという

のがFoodNetの特徴であります。 

 （パワーポイント 13） 

 これが 1つの実証でありまして、このピラミッドに出ているとおりであります。私ども

は、これをサーベイランスピラミッドと呼んでおります。公衆衛生のサーベイランス、

PulseNet のようなものを行うときには、我々の活動の焦点となるのはピラミッドの頂点

だけであります。つまり、検査機関で確認されたところが頂点であります。 

 しかし、ピラミッドの底辺を見てください。ここにも感染してぐあいが悪い人がたくさ

んいる。しかし、その人たちは医者には診てもらっていないのです。 

 その次の段階、やはり下の方ですが、感染症にかかってはいる。そして、医者のところ
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には行く。しかし、医者が認識しないでサンプルを集めないわけです。 

 その次の段階は、患者はぐあいが悪い。疾患にかかっている。医者のところにも行く。

そして、サンプルを提供する。しかし、検査機関でその検査を正しく適切に行わないとい

う場合です。 

 その次の段階は、感染症疾患にかかっている。医者のところにも行く。サンプルも採取

した。そして、検査室にそのサンプルを送る。しかし、検査機関が感染症例として公衆衛

生機関にきちっと報告しないわけであります。 

 ピラミッドの一番上は、これが最も一般的に公衆衛生で特定される感染症であります。 

 このピラミッドを、私たちはサーベイランスピラミッドと呼んでいます。このピラミッ

ドの一番下の部分に代表されているのが、総感染者数ということになります。これらすべ

ての方が感染したということです。 

 アメリカにおいて、このFoodNetで特別な調査が行われたがゆえに、私たちは、例えば

１人の感染が確認されると、そのコミュニティーでは実際には 40 人がその疾病にかかっ

ているとわかっています。 

 （パワーポイント 14） 

 FoodNetの対象区域は、10の州で行われています。これは全国ネットではありません。

なぜなら、これはかなり集約的な調査であるからです。しかし、このサーベイランスの目

的は、このような総感染者数を外挿して、全国に当てはめるということです。ですから、

この 10 州において私たちは調査を行っています。その調査によって、私たちは、総感染

者数を全国ベースで推定することができます。 

 （パワーポイント 15） 

 私たちが出版しましたこの推定値でありますけれども、これは食品媒介疾患の総感染者

数です。このジャーナルは「EMERGING INFECTIOUS DISEASES」というＣＤＣが

出版したもので、これは重要な出版物でありますけれども、例えばこのような食中毒の負

担を示すものであります。 

 私たちは、アメリカでカンピロバクターの感染者数が毎年約 240万人発生していると推

定しています。それによって、結果的には、約 1万 3000人の方が入院され、死者約 100

名という推定です。しかし、カンピロバクターの全国サーベイランスは、実際には年間２

万件の感染者数しか記録していません。これがピラミッドの総感染者数であります。しか

し、全国サーベイランスが報告しているのは、そのうちの２万件足らずということになり
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ます。 

 これらの表を使って、また、この記事にもあるように、私たちは、毎年、アメリカにお

いて、約 9000人の方が食品媒介疾病で死亡しているという推定値を出しています。 

 私の質問でありますけれども、日本においては実際何人が食品媒介疾患で命を落として

いますか。日本においては、食中毒あるいは食品媒介疾病で毎年何人が入院されています

か。また、日本においては、このような食品媒介疾患を診てもらうということで何人の方

がお医者さんに行きますか。日本の全国統計を見ていきますと、最新の推定値としては、

食品媒介疾患の死亡者数は昨年はわずか 11 名ということでありました。これはかなり過

小評価されているかと思います。恐らく実際の死者数はその 20倍、30倍であろうかと思

います。全国統計で報告された方、医者に診てもらっている方の数字に関しても、その 20

倍、30倍が実存すると思います。 

 この推定を出して、総感染者数を出すためには、日本においてもFoodNetのような調査

が必要だと思います。幸いにも、国立医薬品食品衛生研究所の春日先生のもとでパイロッ

トスタディーを行っています。パイロット調査を行うことによりまして、日本の総感染者

数の推定値が出るでしょう。このパイロット調査は、地域的には小規模で行われますけれ

ども、これが成功しましたら、地域をもっと拡大して、食中毒による総感染者数の推定値

を、より正確に出すことができると思います。 

 このパイロット調査は、私の今回の来日の目的の１つでもあります。どのようにしてこ

の種の総感染者数の調査を行うか、支援をすることが来日の目的であります。これは有望

だと思います。このような調査が行われますと、より確かな推定値を出して、各国間の比

較ができるからです。例えば食中毒は、アメリカの方が日本よりも発生件数が多いのかど

うかわかりません。報告された食中毒の件数は、アメリカの方が日本よりも多いわけです。

しかし、このような調査が日本で行われない限り、現在の統計を各国間で比較することは

無理です。 

 （パワーポイント 16） 

 これは、3 つ目の全国サーベイランスプログラムです。これも安全強化プログラムから

出たものでありますけれども、ＮＡＲＭＳといわれる薬剤耐性菌監視システムであります。 

 （パワーポイント 17） 

 このＮＡＲＭＳも、全国規模のサーベイランスシステムです。アメリカの全州において、

患者の分離菌が回収され、ＣＤＣに送付されます。そこで抗生物質の感受性試験が行われ
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ます。現在、私たちがテストしている細菌でありますけれども、Ｏ157、赤痢菌、カンピ

ロバクター、サルモネラなどが対象になっています。私たちは、これらの細菌にフォーカ

スさせています。なぜかというと、アメリカの場合は、これらが最も一般的な食品媒介疾

患の発生源だからです。ここで耐性菌であるということが問題になっています。 

 そこで留意すべき点としては、それぞれの感染症において、動物で抗生物質を使用する

ことが最も重要な理由として、観察されたヒトの薬剤耐性菌にかかわる問題になってくる

からです。 

 ただ、幸いなことに、日本におきましては、渡辺先生の指揮のもとに、国立感染症研究

所において、薬剤耐性菌のモニタリングシステムが今、始まろうとしています。 

 （パワーポイント 18） 

 そのような背景に基づいて、ここで質問があります。では、アメリカの食品媒介疾患の

現状は一体どのようになっているのか。 

 幸いなことに、アメリカにおいては、多数の食品媒介疾患が重要なレベルで減少してい

ます。しかし、まだ重要な食品媒介疾患の被害も残っております。ですので、何が減少し

たのか、また、どのような負担がまだ残っているのか、どのような方が感染しているのか、

お話ししたいと思います。 

 （パワーポイント 19） 

 では、重要な減少の部分から見ていきます。観察したところによりますと、カンピロバ

クター、大腸菌Ｏ157の感染症、リステリア、サルモネラが大幅に減少しました。 

 （パワーポイント 20） 

 最も劇的に減少したのが、大腸菌Ｏ157です。このグラフをごらんください。これは私

たちの出版した記事から抜粋したものです。ちょうど 2週間前に出版されました。これは

ＣＤＣ出版物です。このグラフの中にあるように、この直線以下のものは基準年から減っ

たということになります。ベースラインが基準１となっています。これ以下のものは、こ

のベースラインよりも下がったということになります。 

 この４つの異なる細菌による感染症でありますが、この基準よりも下回っております。

重要な減少といえます。 

 （パワーポイント 21） 

 最も劇的なものは、大腸菌Ｏ157が激減したということです。これは同じ基準線であり

ますけれども、大腸菌Ｏ157 だけを見せております。何とその減少率が 42％であります。
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このベースラインよりも 42％減少しています。この減少が特に起きたのは、過去 2年間に

おいてのことです。 

 （パワーポイント 22） 

 では、Ｏ157がどの程度減少したか。42％減少しました。ここで統計学的なテストを行

うことができます。この減少が統計的有意性を持っていることがわかりました。これが統

計的試験の信頼区間であります。したがって、私たちは自信を持って、この減少が実際の

減少を示すといえます。このように発生率が激減したことが、かなり有意性を持っていえ

るということです。 

 （パワーポイント 23） 

今説明した減少は、FoodNetの中でも説明されています。FoodNetは、この感染症の総

感染者数、散発的なものも測定しています。ですので、この減少は総感染件数であります。

また、どのような集団発生があったかを見ることもできます。もちろん集団発生は症例数

よりも少ないわけでありますけれども、Ｏ157の発生を見ていきますと、これも過去２年

間、激減しています。集団発生も大きく減少しています。 

同様に重要なのは、このＯ157集団発生の減少は、2004年にハンバーガーあるいはひき

肉による発生が全くなかったわけであります。牛による発生はゼロでありました。ですか

ら、減少した大きな理由は、家畜による発生源がなくなったということであります。まだ

残っているのは、野菜など農産物が発生源になったものです。それも後ほど説明します。 

（パワーポイント 24） 

では、なぜこれが減少したのか。過去２～３年において、重要な変更が主要な食肉のと

畜場や処理場で行われました。これらの変更は重要な投資を代表するものであります。す

なわち、食肉会社が大きく投資をしたということであります。彼らが集中しているのは、

３つの分野であります。これも処理場においてです。 

まず第１に、いかに牛から皮が剥がされているのか、それをもっと細かく監視するとい

うこと。科学によって証明されたのは、ひき肉におけるＯ157の重要な発生源は皮による

汚染ということがわかっているからです。 

同様に重要なのは、このようなと畜場あるいは処理場は、蒸気殺菌を始めました。これ

は、と畜の後の死体を蒸気殺菌するということです。死体に対してスチームジェットが噴

射されます。これは、その処理が終わった後の残りに対して行うわけであります。 

最後に実施されたのは、主要な食肉処理場においては、大きな冷蔵倉庫をつくり、そこ
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で牛を、そのロットのサンプルがＯ157の感染テストで陰性だということが確認されるま

で、24時間保留します。 

（パワーポイント 25） 

なぜこれが可能になったのでしょうか。これが牛肉産業の概要です。 

アメリカの人口は、約 2億 8000万人となっています。そのうち、80万人が家畜産業に

携わっています。小規模の農家、あるいは乳牛、大きなフィードロット、牛畜舎など。し

かし、そのうち、主要な食肉処理場は 35しかありません。35の最大の食肉処理場によっ

て、アメリカのひき肉の 95％が生産されているということです。ですから、この 35のプ

ラントで大きな変更を施す。ここで大半のひき肉がつくられておりますので、そこにフォ

ーカスを当てることによりまして、ヒトの疾患の発生件数を激減させることができました。 

（パワーポイント 26） 

米国農務省は、今、ひき肉のテストを行っています。 

これはちょっと読みづらいスライドであります。というのは、1995年から 2000年まで

の初期の期間において、米国農務省は、ひき肉のテストの方法を変えてきたからでありま

す。98 年に、サンプルサイズを 25ｇから 375ｇにふやしたわけであります。それによっ

て、陽性の結果がふえました。1999年に、より感受性の高い分析方法を使いました。これ

は磁気ビーズ法を使ってテストをしたということです。それによって、2000年に陽性とし

て出た件数がさらにふえたわけであります。 

ですから、95年から 2000年までのこのデータの解釈の方法は難しいのでありますけれ

ども、2000年以降、ひき肉サンプルの陽性がかなり減少しました。2002年の時点で、食

肉処理場は新しい介入を実施したわけであります。そこで非常に成功した。アメリカでい

いことが起こった。それがこの２年間の特徴だと思います。このような牛肉による病気の

発生率が減ったということであります。 

（パワーポイント 27） 

現在、どういう問題がまだ残っているのかと自問自答してみますと、最も著明な課題と

して、ビブリオ菌の感染とサルモネラ菌の感染の２つが挙げられると思います。 

サルモネラの感染の原因は、２つあります。１つは、農産物、野菜によるサルモネラ食

中毒発生、それから、多剤耐性サルモネラの問題であります。 

（パワーポイント 28） 

最初が、ビブリオ菌の感染です。 
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（パワーポイント 29） 

このグラフは、先ほど見たものに立ち返りましょう。まず、ベースラインの年、つまり、

96年をスタートといたしますと、ビブリオ菌の感染は上昇している。つまり、ベースライ

ンを超えたわけでありますが、これは昨年度を上回っています。そして、数年間、一貫し

てベースラインを上回った状態が続いています。 

（パワーポイント 30） 

なぜ発生率が高いままなのか。つまり、96－98年の基準年と比較して、2004年の数値

は、ビブリオ菌は 47％ふえている。なぜふえたのか。 

（パワーポイント 31） 

まず、最初に認識されているのは、全国サーベイランスのビブリオ感染の原因は、Vi rio 
pa ahaemolyticus でありますが、日本におけるビブリオの主な原因菌もこれです。すべ
てではありません。しかしながら、これは食料が原因です。しかし、創傷から感染するこ

ともあります。例えば塩水のところで泳いで、創傷のところに感染すると、ビブリオ菌が

傷口につくという形です。ですから、75％が食品媒介でありまして、その食品媒介のうち、

90％が生ガキを食べることで感染します。一般の多くの人に生ガキが危険だということを

警告しておりますが、やはり生ガキを食べて感染します。 

b
r

アメリカでも、さらなる努力が必要でありましょう。そして、一般の人に啓蒙して、生

ガキを食べることの危険をアピールする必要があります。特にカキを養殖する業界などに

もアピールして、カキをもっと安全にしてもらう必要があります。アメリカにおいて、カ

キは周年採取されておりまして、あるときは禁止されている期間もある。しかし、長期間

輸送します。そのほか、危険、有害な慣行がありまして、例えばカキなどの採取の仕方、

あるいは販売の仕方にも、危険の種があります。 

（パワーポイント 32） 

もう１つ指摘をしておきたいアメリカでの問題は、サルモネラの感染の問題であります。

これは、私は２つの部分に分けております。 

（パワーポイント 33） 

まず第１の部分の問題として、サルモネラ感染に関していえることは、サルモネラ中毒

の原因として、調理していない生のフルーツとか野菜を食べて食中毒を起こすことが、近

年、ますますふえているのです。 

（パワーポイント 34） 
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汚染された果物や野菜を食べたことによる中毒は、70年代には毎年１回以下しか発生が

ありませんでした。80年代も年間１件以内。しかし、近年、毎年８回以上も発生が起こっ

ています。 

（パワーポイント 35） 

やはり同じようなことが出ておりますが、近年、野菜などを食べてどのくらい食中毒を

起こしているかを示しています。中毒症例がふえているのは 99 年ですが、その原因の主

なところは、新しい問題が認識されるようになったからだと思います。アルファルファの

芽、発芽野菜を食べているのです。アルファルファの芽はラディッシュのスプラウトと似

ているわけですね。日本で 96 年のＯ157 の原因のカイワレダイコンのときに起こったの

と同じような感じなのですけれども、やはりアルファルファの芽を食べて中毒を起こさな

いように、安全にする必要があります。しかし、ほかの種類の野菜による中毒も、近年見

られております。 

（パワーポイント 36） 

そこで、最近起こった野菜を原因とする集団食中毒の１例です。昨年夏、３件、異なる

発生がありました。これは生のトマトを食べたために中毒した。調理していないトマトを

食べたのが原因です。 

１つの例ですが、サルモネラ菌中毒がトマトで起こった。昨年の夏の事例です。この中

毒は、実はアメリカ各地の多くの州で起こりました。そして、FoodNet で 400 人以上の

患者が検査で確認されました。それは、実際２万人以上の人がサルモネラ菌に感染したと

いうことがわかるわけであります。 

その原因は何か。これは特別の種類のトマトだとわかりました。つまり、Roma種のト

マトです。写真が出ています。これがRoma種のトマトです。その原因は、フロリダ州に

ある農場だということがわかりました。そこでこのトマトを栽培していました。現在、そ

の農場の検査をしておりまして、どうやってトマトがサルモネラ菌で汚染されたのだろう

かということを調べております。 

これも問題の１つであります。つまり、野菜関連の中毒事件がふえている。 

（パワーポイント 37） 

もう１つの原因は、多剤耐性サルモネラの問題であります。 

（パワーポイント 38） 

まず、サルモネラ感染をしたほとんどの人にとって、病気の治療に抗生物質は必ずしも
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必要ない。しかし、残念ながら、患者によっては重篤なサルモネラ菌感染症にかかります。

つまり、サルモネラ菌が血流に入るわけであります。そのような重篤症例においては、主

に幼児に多いのですが、抗生物質は不可欠な治療の薬剤であります。ですから、抗生物質

にサルモネラ菌耐性があるということは、生命を脅かすような問題になり得る。重篤な感

染症例においては深刻な事態をもたらします。 

このデータを見ていただきたいと思います。このように 1996 年からＮＡＲＭＳをとっ

たものであります。まず、ＮＡＲＭＳが始まる前には、センチナルサーベイランスがあり

ました。そして、90 年からＮＡＲＭＳが始まる前までの間に、多剤耐性の Salmonella 
Typhimuriumの劇的な増大がありました。これはＤＴ104というものであります。 

昨日、渡辺先生のＮＩＩＤ（国立感染症研究所）を訪れました。そこで、先生から日本

のデータ、グラフを見せていただきましたが、ほぼ同じようなグラフが日本にもあること

がわかりました。日本でもＤＴ104が、同じ時期、つまり、90年代半ばにあらわれました。 

（パワーポイント 39） 

さて、次に、最近の多剤耐性サルモネラの発生の例をご紹介しましょう。私どもは、こ

れに関与してまいりました。そこで、2003年のクリスマスに多剤耐性サルモネラ発生に関

して調査を行ったわけであります。その調査で、その原因は汚染された牛ひき肉だという

ことがわかりました。そして、病気になった人がそれをどこで買ったか。実はいろいろな

食料品店で買っています。しかし、そのすべての食料品店のもともとの納入業者は、１つ

のと殺食肉加工処理場だったということであります。 

この写真が、そのひき肉を示しています。牛ひき肉の問題を示すためです。つまり、こ

のような乳牛がもともとひき肉の材料です。これをトレーシングバックいたしまして照査

でわかったことは、一部の牧場において、多剤耐性サルモネラの発生が起こっていた。そ

こがもともと原因となって、最終的に牛ひき肉の汚染が起こったわけであります。 

（パワーポイント 40） 

もう１つの多剤耐性の例といたしまして、ご紹介します。Salmonella Typhimu iumの
ほかに、もう１つ、別の株があります。これも多剤耐性の強力なものでありますが、

Salmonella Newportと呼ばれるものであります。そして、これはセフトリアキソンに対
して耐性がある。これは小児にとって重要な薬剤であります。ＭＤＲ‐AmpＣですが、Amp

‐Ｃというのは遺伝子の名前であります。これがセフトリアキソン耐性を起こすものであ

ります。セフトリアキソン耐性がこのようにふえているというのが、近年の特徴でありま

r
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して、このように抗生物質に対する耐性が強化されてしまっています。 

（パワーポイント 41） 

このグラフを見ていただきましょう。ＮＡＲＭＳプログラムのデータからとったもので

ありますが、ごらんのように、すべてのSalmonella Newportの感染例を見てまいります
と、どのような抗生物質にも耐性を示しております。98年にどうなったか。耐性の非常に

強い株がよく見られるようになった。そして、Newportがより耐性を高めたことが経時的

に示されております。 

（パワーポイント 42） 

これはもう１つの事例でありまして、セフトリアキソン耐性の例でありますが、98年以

降、いかに経時的によく見られるようになったかであります。 

つまり、セフトリアキソン耐性の原因は何か。動物に対して抗生物質が使われているわ

けです。これはセフトリアキソンのアナログであります。つまり、セフトラフィアという

獣医学で使う薬であります。このような薬を動物に投与いたしますと、セフトリアキソン

耐性がサルモネラに対して起こるという関連が示されております。 

（パワーポイント 43） 

そこで、次の事例といたしまして、やはり抗生物質に対する耐性で懸念すべきものがあ

りますが、サルモネラにおいてキノロン耐性がふえているということです。キノロンとい

う薬剤も、成人における重要な薬剤でありますが、そのフルオロキノロンに耐性が出るわ

けです。ですから、それが１つの前駆体となるわけでありまして、サルモネラの株におい

ても、経時的にキノロン耐性がますます高まるわけでありますから、このキノロン耐性も

深刻な問題です。 

渡辺先生とお話ししたときに、同じような事象は日本でも起こっているとおっしゃって

います。つまり、日本で、サルモネラ感染がますます薬剤耐性を高めている。特にフルオ

ロキノロンの耐性が高まっているということであります。 

（パワーポイント 44） 

FoodNetのデータに戻ります。食中毒で重要な減少が見られているということでありま

すけれども、１つの病原体としてそれほど大きく減少していないのが、サルモネラです。

サルモネラはベースラインよりは８％低くなっています。しかし、記憶にあると思います

が、大腸菌Ｏ157は 42％も減少したわけですので、減少率がもっと高くなっています。な

ぜサルモネラはまだこういう高いレベルにあるのでしょうか。例えばと畜場においてこの
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ような介入を行っているにもかかわらず、なぜこれがまだ高いレベルにあるのか。 

恐らくここには3つの原因があると思います。１つ目の要因は、より多くの集団発生が、

野菜、果物から発生したということであります。ですので、汚染された野菜や果物から集

団発生がある。それから、抗生物質の耐性がサルモネラにおいて高まっている。３つ目の

要因ですが、牛肉産業と違って、アメリカにおける鶏肉産業は、大きな変更を実施してい

ません。ですので、対応が不十分ということで、食品店にある鶏肉にまだサルモネラ菌が

含まれているということであります。 

（パワーポイント 45） 

この３つの要因によって示されるのは、まず、サルモネラの血清型別に見ていきたいと

思います。これが最も一般的な５つの血清型別のサルモネラです。 

Typhimurium が最も一般的で、次が Enteritidis、それから Newport、Javiana、
Heid lbergという血清型があります。 e

r

s

（パワーポイント 46、47） 

このグラフをごらんください。この血清型でどのような変化が見られたか。これも基準

年から見ています。唯一減少したのがTyphimuriumです。この減少は、恐らく牛肉産業
での変更に関連づけられると思います。 

Salmonella Newportは急増しましたが、今は減少傾向にあります。このNewpo tの減
少は過去２年間に見られたものでありますけれども、これも恐らく牛肉産業の介入による

ものだと思います。これはＯ157対策が講じられたからでしょう。 

Salmonella Heidelberg、Salmonella Enteritidisは、養鶏産業で変更が余り行われてい
ないので、サルモネラの感染がヒトでもまだ一般的に残っているわけです。 

青で急増しているのはSalmonella Javianaです。これはJaviana汚染された農産物が、
その発生源になっているわけです。ですから、Javianaの感染がふえたのは農産物による
ものです。 

Salmonella Heidelberg、Salmonella Enteritidi は、恐らく鶏に関係しています。
TyphimuriumとNewportは畜牛産業がとった対策に関連づけられます。 

（パワーポイント 48） 

それでは、サルモネラで観察された内容をまとめました。 

農産物に関連した集団発生が増加した。さらに、抗生物質の多剤耐性菌が増加しました。

これは食品また動物にも抗生物質が使われるからであります。また、養鶏業界による不十
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分な対応によって、まだ疾患感染者数が高いレベルにあります。 

（パワーポイント 49） 

では、この問題にどのように取り組まなければいけないのか。話を戻しますけれども、

いかなる介入でも、それが成功したかどうか、食品の安全性が高まったかどうか、それを

見るために全国サーベイランスを実施しています。そのサーベイランスをもって、疾病あ

るいは感染者数の変化などを評価しております。 

このような食中毒の対応で進展を図るために、私たちは、主要なサーベイランスのプロ

グラムを維持していかなければいけません。それについては、さっき強調してお話ししま

した。このようなサーベイランスプログラムを使って、このような介入が成功したか否か

の判断をすることができます。 

（パワーポイント 50） 

ということで、この循環に戻るわけであります。このような全国サーベイランスのプロ

グラムを実施する。それによって、特殊な調査を行って、疾病の発生源を突きとめる。調

査としては、例えばトマト関連の疾患の調査などもありました。あるいは、牛肉産業が行

った介入あるいは変更の結果などを評価することができる。このように業界の介入が行わ

れた後、サーベイランスを行って、この介入が成功したか否か、それを見きわめていくこ

とができるわけです。 

ホストの食品安全委員会の皆様、ご招聘どうもありがとうございました。 

また、プレゼンテーションの内容ですが、ウェブサイトでも提供可能であります。 

また、皆様からプレゼンに対してご質問がありましたら、喜んで受け付けたいと思いま

す。ただ、質疑応答に入る前に休憩でしょうか。（拍手） 

 

○司会 どうもありがとうございました。 

 米国における食品媒介疾患や薬剤耐性菌の現状と対策について、貴重なお話を伺うこと

ができました。講演内容等についてのご質問につきましては、この後の意見交換にてお受

けいたしますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、ただいまより休憩に入らせていただきます。15時より会場の皆様方との意見

交換を行いますので、お時間までにお席にお戻りくださいますようお願いいたします。 

 

休  憩 
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（４）会場との意見交換 

○司会 それでは、ここからは、会場の皆様方との意見交換とさせていただきます。 

 係の者がマイクをお持ちいたしますので、お名前と、できればご所属をおっしゃってか

らご発言ください。 

 たくさんの方々にご発言いただきたいと考えておりますので、ご発言はお 1人様 2分以

内とさせていただきます。１分 40 秒たちましたらベルを１回、２分たちましたらベルを

２回、このように鳴らしますので、ご協力をお願いいたします。 

 それでは、ご質問、ご意見のございます方は、どうぞ挙手をお願いいたします。 

それでは、ただいまマイクをお持ちいたしますので、恐れ入りますが、手を挙げたまま

お待ちくださいませ。 

○小若 食品と暮らしの安全の小若と申します。本とか、ビデオとか、ポスターとかつく

って、耐性菌問題のキャンペーンをやってきたんですけれども、３つ質問があります。 

 １つは、抗生物質の使用量と耐性菌の多さとか強さというのは相関があると思うんです

けれども、そういうことがあるのかどうかということが１つです。ついでに、アメリカの

分野別使用量を、もしわかれば教えていただきたいということです。 

 それから、アメリカでは、ブロイラー産業は抗生物質の使用について改善していないと

おっしゃったのですが、日本では、恐らく最大で 15％ぐらい改善していると思うのです。

アメリカの実情と、15％ぐらいの改善で耐性菌問題全体に影響があるのかどうかという点

を教えていただきたいというのが、２つ目の質問です。 

 それから、サルモネラ食中毒が減らない理由の１つが、野菜が原因になっているからだ

とおっしゃったと思うのですけれども、肥料が原因だと考えていいのかどうかという点を

教えていただきたいと思います。 

 以上です。 

○アンギュロ ご質問いただきましてありがとうございました。 

 ２つの主な質問点があったと思います。第１点ですけれども、これは抗生物質耐性の原

因で、食料供給において、特にサルモネラ関連の部分だったと思いますけれども、これは

複雑な問題だと思います。抗生物質耐性というのは、特に食中毒においては、いろんな原

因がある。特に耐性の原因はいろいろあります。バクテリアが食料の中に入っている。し

かし、抗生物質耐性の主な原因は何かといいますと、やはり抗生物質が食用になる動物に
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使われているからです。これらの食中毒の原因になる細菌、こうした中毒を起こす病気の

もともとは、食肉牛とか動物です。動物自体に抗生物質を使われていると、それが耐性菌

を生み出す原因となっておりまして、それが最終的に、ヒトにも食料供給を通じて感染す

る。そこで、１つの事実、ファクトとしてこのように申し上げました。 

 しかし、実際はそれはまだ議論を呼んでいるわけです。残念ながら、そういう議論があ

る。つまり、必要性に関してコンセンサスを得ていく。特に抗生物質の使用を動物に対し

て減らすようにということをアピールすることが必要なんですが、それには、まずすべて

の関係者のコンセンサスが必要です。例えば農業界からの賛成、そして、獣医師界からの

サポートも必要です。抗生物質を動物に使うことが問題の原因になっているということを

彼らにも納得してもらう必要がある。しかし、残念ながら、そういった同意は得ておりま

せん。つまり、議論を呼んでいる。反論もあるのです。相手方、特に獣医師さんが一方に

いる。ヒトの医療に関する人は、一方で獣医師と対立しているということもあります。 

 もう１つ、幾つか著名な国際パネルもありまして、そこの結論として、抗生物質を食用

動物に使うことが最も重要な抗生物質耐性の発生の原因になっているということをいって

いるわけです。しかし、このような結論は多くの国際的なグループが出しているにもかか

わらず、国内等で議論がまだ残っています。 

 なぜこのような論争が続いてしまうのかといいますと、これは利害が非常にかかわって

います。一部の当事者は現在の慣行を継続したい。つまり、今のやり方を変えたくないの

です。ですから、このような論争が続いている限りは、彼らは自分の現在の慣行を続ける

ことができます。 

 そこで、私の論点、そして、ほかの公衆衛生の人たちの言い方としては、やはり必要な

のは、この論争を超越する必要がある。そして、共通のたたき台を見出していくことが必

要ではないかということです。つまり、ほかの人たちと共通項を見出すということです。

我々みんなが合意できる部分もあると思うのです。多くの機会はあると思いますし、合意

の可能性はあると思います。抗生物質の耐性に関して、合意できる。食用動物への抗生物

質の使用に関しても、合意できる点があると思います。 

 １つの合意点としては、さまざまな抗生物質がありまして、すべての抗生物質は同じで

はないということです。一部の抗生物質、薬剤については、ヒトにとって重要なものがあ

る。ヒトにそれほど重要性がないものもある。抗生物質の種類、タイプによって、例えば、

鶏のコクシジュウムという病気の予防に使われている薬があります。これはコクシデュア
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スタットと呼ばれる抗生物質です。ここで使われている抗生物質の種類は、イオノフォア

と呼ばれる抗生物質の種類であります。これらの抗生物質はヒトには使われていません。

そのことは、ごく少数の公衆衛生の専門家しか心配していません。イオノフォアという鶏

専門の抗生物質を使っても心配ない。これはヒトには投与されていませんから。 

 しかしながら、そのほかの種類の抗生物質で、養鶏業界でよく使われているものもあり

ます。これはフルオロキノロンであります。このキノロン系は世界で１つの会社がつくっ

て、バイエル社がつくっているものでありまして、エンロフロキサシンというキノロン系

の薬剤であります。これは全世界で投与されて、バイトリルと呼ばれておりますが、これ

に対して公衆衛生上の懸念が表明されております。この抗生物質を養鶏業界で鶏に使いま

すと心配だといわれております。フルオロキノロンはヒトにとって貴重な抗生物質です。

そこで、公衆衛生の専門家が合意しているのは、やはりこの使用はやめた方がいいのでは

ないか。フルオロキノロンを鶏に使うことはやめた方がいいといわれています。 

 ですから、同じような形で、やはり関係者間で共通項を見つけることはできると思うの

です。つまり、すべての抗生物質が同じではないということに合意できれば、貴重な抗生

物質に関する使用を動物で減らすことができる。それは動物では使うことを減らすことが

できれば、余り心配がなくなると思います。つまり、ヒトで余り使われないような抗生物

質に関しては、動物への投与に関して心配がないということですが、私どもが願っている

のは、そういったような形で動物での抗生物質の使用は減らしたいということです。つま

り、ヒトにとって不可欠な抗生物質は使ってほしくないというわけです。 

 しかし、だからといって、すべての抗生物質の使用を動物でやめよといっていることと

は、これは違います。公衆衛生の専門家、担当官の中でも、抗生物質の使用を動物でやめ

よといっている人はそれほどいません。つまり、動物が病気であれば、病気の個体を抗生

物質でちゃんと治療することは適切なことであります。これは適切な形で抗生物質を使用

するということになります。 

 しかし、抗生物質が経済的な目的のみに、つまり、動物の飼育に関して、例えば重量を

早くふやして、動物を早く育てたいとか、早く太らせて売りたいとか、そういう経済的利

益のために抗生物質を使用することは心配の種となります。これは特にヒトに重要な抗生

物質が使われる場合、危惧されます。 

 ですから、私どもが申し上げたいのは、やはりそうしたただの論争はもう乗り越える必

要がある。そして、真の問題に焦点を合わせる必要がある。何が本当に大事な抗生物質か、
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そして、食用動物に過剰に投与されているものにどう対応するか、そこに焦点を絞るべき

であります。 

 もちろん抗生物質に関しても、いろんな機会があります。つまり、抗生物質の使用法の

改善ができる。人間の医師の使用法の改善もあります。あるいは、病院での抗生物質の使

用法に改善の余地があります。多くの国で、今非常に努力がされておりまして、特に全体

としての抗生物質の過剰投与を病院で減らそうという動きが出ております。抗生物質の過

剰投与というものがあって、病院外でも投与されております。例えば小児科においても、

抗生物質が過剰に使われているといわれております。同じようなキャンペーンは、獣医学

においても期待しています。つまり、不必要に抗生物資を過剰投与することを動物におい

ても減らそう、そういったキャンペーンも考えられております。 

 ２つ目の質問はたしか野菜の問題だったと思います。野菜が食中毒の原因になっている。

その発生源、汚染源は何なのかということです。なぜあの野菜が汚染されて、ヒトが食中

毒になったかということです。やはりもっと調査研究をして、真の発生源を解明する必要

があります。 

 野菜がなぜ汚染されたのか。最も重要な汚染源の１つは水ではないでしょうか。野菜栽

培に使われた水の問題です。少なくともアメリカにおきましては、多くの野菜が栽培され

ている土地には動物もたくさん飼育されているのです。ですから、そこで野菜も育ってい

る。そうすると、驚くべきことではないと思います。野菜が汚染された。つまり、野菜汚

染問題が発生した。その細菌はどこから来たか。これはよく動物に見られる細菌と同じで

す。例えば食用の動物に細菌がよく見られるのであれば、それは地下水にもそれが入って

くる。その水が農家の近くで供給されて、それは流出水となって農家から流れ出ていく。

そして、河川とかそういうところに入っていく。そして、隣接河川から潅漑水を通して野

菜に行く。つまり、それで野菜に汚染しても自然ということになるわけであります。 

 ただ、肥料が使われている。それはそれで大きな問題ではありますが、アメリカにおい

ては、むしろ水が問題になっています。農場から流れ出る水が使われて、それが潅漑水と

して使われている。この方が大きな問題なのです。 

 しかし、その場合でも、私たちとしては、これはジレンマなのです。これも難しい問題

です。では、消費者に何といえばいいのでしょうか。すなわち、このような汚染されたト

マトからの食中毒をどのように防止すればいいのでしょうか。トマトとして食べるものは

すべて調理すべきだ。あるいは、レタスに火を通すようにいえばいいのでしょうか。ある
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いは、ニンジンを食べる前に調理せよというのでしょうか。ただ、多くの野菜または果実

は生のまま食べられます。ですので、そこから疾病をどのように防止できるのでしょうか。

例えば生のまま食べて、食中毒を防止するというのは、極めて難しい問題だと思います。

まだ答えは見つかっていません。 

○司会 それでは、ほかにご質問、ご意見がございます方、どうぞ挙手をお願いいたしま

す。ただいまマイクをお持ちいたしますので、お待ちください。 

○千田 千田と申しますが、教えてください。 

 さっきスライドの方では、リステリアの問題が提起されておりました。アメリカのリス

テリアの現状と、しばしばリコールされるということがございますけれども、その条件と

申しますか、そういったことにつきまして教えていただきたいと思います。よろしくお願

いします。 

○アンギュロ ご質問ありがとうございました。リステリアに関する問題ですね。 

 まず、リステリア・コントロールの努力が、今、食料供給の中で行われております。こ

れは政策上のおもしろい討議になっています。アメリカにおいて、私たちは１つの法律を

制定しました。このゼロ認容性に関する法律によって、調理されないで消費される食品に

リステリアがあれば、この食品はマーケットから回収されなければいけないということで

あります。これは自動回収が定められている法律です。ですから、すぐ食べられる食品に

リステリア汚染があった場合には、それは自動的に回収されるということであります。 

 この法律が制定されたのは、1990年代後半でありました。その法律が制定されて以来、

アメリカでは、ヒトのリステリア感染症が極めて大きく減少しました。この減少ですが、

過去 10 年間、かなりゆっくりと、しかし、一貫して見られてきました。テストされたサ

ンプルにもマッチングしています。これは農務省が収集したサンプルですが、そちらでも、

すぐ食べられる食品での陽性件数の段階的な、しかし、一貫した減少にマッチングしてい

るわけであります。 

 多州でリステリアの集団発生がありました。それによってかなり注目を浴びたわけであ

ります。これもアメリカの状況です。ここで申し上げなければいけないのは、このリステ

リアの発生の検出が行われたのは、PulseNetが確立されたからです。PulseNetが既に存

在していたがゆえに、私たちはこれらのリステリアの集団発生を検出することができまし

た。これは 10年前には検出不可能でありました。 

 これらのリステリアの集団発生は、汚染された七面鳥の肉によって発生したものであり
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ます。ターキーミートとしてよくサンドイッチに使われる七面鳥の肉であります。これは

４年前に発生しました。それによって、アメリカの食肉産業は再び重要な、また顕著な変

更を実施したわけであります。つまり、これら包装されましたターキーミートあるいはレ

ニーミートの食肉の包装にも大きな変更が加わったわけであります。 

 さらに、ホットドッグはアメリカ人の子供が最も好む食べ物でありますけれども、アメ

リカで販売されているすべてのホットドッグは、今その調合が変わってきています。すべ

ての会社はホットドッグの内容を変えて、それによってリステリアがホットドッグで成長

するのを防ぐような対策を講じたわけです。このようにして、この調合、フォーミュレー

ションを変えたということでありまして、ホットドッグでの感染例はありません。これが

産業界による重要な変更の一例であります。リステリアの問題があったからであります。 

 ですから、過去 10 年のリステリアの傾向は、初期はゼロ認容性の法律に従って減少し

ました。それから横ばいになって、新しい集団発生がありました。しかし、PulseNet に

よって、この集団発生も検知されました。それによって、また食肉産業が新しい介入を施

したということで、もう１つのリステリアの重要な減少を経験したことになります。 

○司会 よろしいでしょうか。 

○千田 どうもありがとうございました。もうちょっとお聞きしたいのですが、ヨーロッ

パの方では、食品にリステリア菌が若干個数あっても許されるというふうなことも聞いて

いるのですが、アメリカの場合は、１個でもあったらいかぬということでございましょう

か。 

○アンギュロ はい、そうです。ここではアメリカとカナダ、ヨーロッパの間の政策の違

いがあります。アメリカにおいては、ゼロ・トレランスということで、すぐ食べられる食

品、肉に関しては、リステリアは全く許容されません。しかし、カナダとヨーロッパにお

いては、必ずしもゼロでなくてもいいわけです。ある程度のレベルまでは許容されていま

す。 

 ここで一言申し上げるのは、もう１つの大きな違いとして、アメリカとカナダまたはヨ

ーロッパ間にあるのは、私たちは、24以上のリステリアの集団発生がありました。それに

よって、何百人もの人が過去 20 年で死亡しています。したがって、このデータがあった

がゆえに、私たちは厳格な政策をアメリカでは実施したわけです。ヨーロッパにおいては、

同じような検知された集団発生は経験していません。カナダも同様です。そのような集団

発生は報告されていません。 
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 では、この政策が適切かどうか、それはコメントできません。しかし、申し上げられる

のは、アメリカでは、この政策によって疾病の例数が減少したということは、私たちは自

信を持って申し上げられます。 

○司会 よろしいでしょうか。 

 それでは、ご質問、ご意見のございます方は、どうぞ挙手をお願いいたします。 

 それでは、マイクをお持ちいたしますので、お待ちください。 

○寺門 寺門と申します。１つお願いします。 

 ビブリオの感染源で、アメリカの場合、傷口からの感染が 25％もあるというお話を聞い

て、大変関心を持ったのですが、まず傷口というのはどこの傷なのか。それから、サイエ

ンティフィックに本当に傷口からそういう感染が起こるためには、どのくらいの菌量が必

要だったのか。これは具体的には、海水浴か何かで汚れたところで起こったのだと思いま

すけれども、そこら辺のところをもう少し詳しく教えていただければと思います。 

○アンギュロ ご質問ありがとうございました。 

 そうです。アメリカにおいては、ビブリオ感染症の多くの部分で、腸炎ビブリオが最も

一般的なアメリカのビブリオ感染症なんですけれども、何と 25％も傷口から入る感染症で

あります。これらの創傷感染症においては、その人は、例えば海水浴をするときに既に傷

口を持っている人です。塩水で泳ぐ。そこにビブリオ菌があった。また、塩水には多くの

ビブリオがあります。特定の海水温度ではそのような菌がありますので、海水浴をして傷

口があった場合には、その傷口からビブリオ菌の感染があり、それが増殖し、それによっ

て深刻な感染症につながっていくこともあります。それが、また化膿してしまうというこ

とであります。 

 また、アメリカの一部においては、これらの創傷は、すぐ医師に認識されません。直ち

に治療を受けないこともあります。また、人によっては、根底の基礎疾患があります。で

すから、このような傷口による感染症が重篤になる。例えば免疫系としては、十分な強さ

を持っていないかもしれない。そういった場合には、感染症も深刻になり得るということ

です。ですから、多くの要因が働いています。例えばビブリオが海水を汚染しているとこ

ろで海水浴をするなど、これはアメリカの特定の地域であります。例えばフロリダあたり

の湾岸地域、メキシコ湾岸でありますけれども、また、深刻な感染症につながるのは、も

しかしたら重篤な基礎疾患があった場合に、よく見られます。 

 傷を原因としての汚染は、日本でも起こっていると思います。というのは、腸炎ビブリ
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オは、日本でも特に食中毒の主な原因となっています。ですから、日本では確かに創傷と

腸炎ビブリオ菌によって起こっているのかもしれません。しかし、パーセントの比率とし

ては、余りないのかもしれません。つまり、食中毒としては、生の魚介類を食べるから、

そちらの原因の方が傷よりも高いのかもしれません。これは魚食ということですから、と

てもおいしい生の魚介類を召し上がっていらっしゃるのですけれども、その比率が高いと

いうことが、パーセントの違いにはなっていると思います。 

○司会 ただいまの回答でよろしいでしょうか。 

 それでは、ご質問、ご意見のございます方はどうぞ挙手をお願いいたします。 

 ただいまマイクをお持ちいたしますので、お待ちくださいませ。 

○高橋 獣医師の高橋と申します。 

 先ほど家畜の抗生物質の投与の問題で、業界ではまだコンセンサスが得られていないと

いうお話もあったかと思うのです。日本の国内でもコンセンサスを得られるのはなかなか

難しいんですけれども、現実に経営効率の問題で、我々の方では、今、幾つかの農場で、

抗生物質の投与を抑えるための仕組みづくりに取り組んでいるのです。実際にアメリカの

方で、そういう抗生物質の家畜への投与を抑えるような仕組みづくりの事例、そういった

ものがあるのかどうか。また、今後こういった問題について、例えば法規制の強化とかそ

ういったことを含めて、考えられているのかどうか。そういった点を教えていただければ

と思います。 

○アンギュロ ご質問いただきましてありがとうございます。 

 抗生物質の使用、特に食用の動物に関してでありますが、アメリカの政策は、抗生物質

使用に関してもどんどん進化しています。例えば政府の機関で政策を決めるところがあり

まして、これはＦＤＡであります。この数年間、ＦＤＡで採択した重要な新しい政策があ

ります。これは、特に食用動物に使う薬剤に関しては、許認可のときにその使い方を検討

するということであります。 

 つまり、製薬会社などが抗生物質をもって、これを食用動物に使いたいという場合には、

まずＦＤＡに情報を提出しなければならない。安全性を示さなければいけません。しかし、

この数年間で新しい状況が出てきました。これは安全性の要件を抗生物質に課すわけです

が、そこで３つの要因が含まれます。今までの２つではなく、３つになりました。２つの

要因は前からある要因ですが、毒性、つまり、抗生物質によって動物に全く病気を起こさ

ないという毒性に関して実証しなければいけない。動物に関する安全性をちゃんと示さな
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ければいけません。第２の要因としては、その使用用量であります。それによって抗生物

質の残渣物質が食肉製品あるいはミルクとか卵に残ってはいけないということであります。

このような２つは、安全に関する昔からある重要な要件で、それに関して製薬会社が実証

して、新薬の承認を得なければいけない条件になっておりました。 

 しかし、この４年間で３つ目の要因が加わりました。これがＦＤＡの新しい条件です。

それは、まず、抗生物質を食用動物に使う場合に、抗生物質の耐性が起こるかどうかとい

うことに関しての安全性を示さなければいけない。つまり、なぜこの問題に対応するか。

例えば、ガイダンスの文章がそのベースとしてあります。これは 152というガイダンスド

キュメント、指針となる文書であります。 

 この 152というガイダンスとなる文書はなぜ重要かといいますと、この文書の中で、抗

生物質の重要性のランクが出ておりまして、いかにヒトの医学において重要かということ

のランクづけがされています。ヒトにとって重要な薬剤に関しては、さらなる規制がかか

るわけであります。つまり、その抗生物質は、ほかの食用物質に使われる際の使用法に規

制がかかるわけです。しかし、ヒトで使われていない抗生物質であれば、規制は少ないと

いうことになります。このように新しい追加的な安全性に関するセーフガードが添加され

たわけであります。 

 しかし、問題もあります。このような新しいセーフガードは設けられましたけれども、

やはり長年かけないと真の安全性のセーフガード実施にはならないでしょう。アメリカで

は、多くの薬剤が既に承認されておりまして、食用動物に使われております。つまり、こ

の新しい規則が採択される前に認可されています。もちろん新しいルールによりまして、

ＦＤＡは過去に遡及してレトロスペクティブに再評価もできる。過去に承認した薬剤につ

いても評価できるようにはなっていますが、ＦＤＡに関して、これは長くかかるプロセス

ですので、ＦＤＡとしても、今、最初の抗生物質の対応、つまり、テトラサイクリンに関

してやっと作業を始めたところであります。ですから、今すべてのテトラサイクリン系の

もので、過去に承認したものについての検証に入ったところです。しかし、安全性の要件

ということで、やっと作業が始まったわけです。 

 このガイダンス文書が実施されましたから、時間が随分たてば、可能性として、アメリ

カはいずれヨーロッパとハーモニーをとるようになるでしょう。つまり、ヨーロッパのこ

の安全性に関するアプローチの方が、よりプレコンシャスである、つまり、予防の原則に

基づいているわけであります。欧州、ＥＵにおいて、抗生物質に関して、ヒトに使用する
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ものに関しての許認可は、食用動物の成長促進には使えないということになっているわけ

です。アメリカでも、すべての既存の抗生物質のレビューを完全に行った後には、欧州並

みになるでしょう。つまり、すべての抗生物質でヒトで使われるものに関しては、いずれ

アメリカでも禁止される。成長促進のための動物使用は認められなくなるでしょう。今そ

のレビューのプロセスが始まったところです。既存のすべての抗生物質のレビュー、見直

しが行われる。これは大変な作業で時間は大分かかる。しかし、最終的には、欧州で既に

実施されているセーフガード並みになるはずであります。 

 つまり、アメリカでは、違った政策アプローチがとられています。しかし、欧州式でも

アメリカ式でも、両方ともいいと思います。これは科学が裏づけにある。また、政治的な

意思が、場合によっては、その背景にあります。どのアプローチでも、同じ目標を実践で

きるでしょうし、それは違った時期という時間の問題もあるでしょう。ですから、どちら

の方法がより適切かは、皆さんに判断を任せます。しかし、一般化して申しますと、ほと

んどの消費者は、欧州のアプローチの方が、より適切と思うと思います。産業界としては、

むしろアメリカ・アプローチがいいと思うでしょう。真実はその中間にあるかもしれませ

ん。おもしろいのは、同じ共通問題に関して、米欧でこれだけ違うアプローチがある、ま

た、世界的にいろんなアプローチがあるということです。 

 私自身、リスクマネジャーではないので、単にリスクを評価するアセッサーですが、ど

ちらのアプローチを選んだといたしましても、私自身、リスクアセッサーとしてお願いし

たいのは、やはりアプローチをちゃんと採択することです。リスクを軽減する必要はある

ということを我々は知っています。リスクマネジャーは、どちらかのアプローチをちゃん

と採択してほしい。しかも、透明性のある形で、時宜を得た形で導入していただきたいと

願うものであります。 

○司会 よろしいでしょうか。 

○高橋 ありがとうございました。 

○司会 それでは、ご意見、またご質問のございます方は、どうぞ挙手をお願いいたしま

す。ただいまマイクをお持ちいたしますので、お待ちください。 

○下園 下園といいます。 

 先ほどFoodNetの中で、食品媒介の疾患、食中毒に関して、アメリカと日本の数字が違

う。これからパイロット調査をして、日本と比較ができるんじゃないかということを話し

ていらっしゃったのですけれども、これは日本の厚生労働省の方にご質問させていただく
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のかもしれないですけれども、今回、講演をされて、日本としては、食品媒介疾患に対し

てどのような政策をとっていくのかということを教えていただけたらと思って、質問させ

ていただきました。 

○アンギュロ 私は、日本政府を代弁することはできません。しかし、適切な公衆衛生的

なアプローチということでお話しできるかと思います。 

 まず、問題管理は、その大きさがわからなければ極めて難しくなります。ですので、私

の判断では、これは日本だけでなく、ほかの国でも同じです。私は多くの国のコンサルタ

ントをしていますが、例えばこのような総感染者数をはじき出すことを行っています。ヨ

ルダンにも行きました。ヨルダンでも、このような疾病負担の調査を行いました。私が支

援しました。それから、カリブ海、トリニダードから帰ってきた同僚もいます。そちらの

方でも、同じような疾患の負荷の調査を行ったわけであります。彼の方が、旅先としては

私よりも恵まれていたのでありますけれども、このような食品媒介感染症対策で何を講ず

ればよいのかといわれましても、まずはどれぐらいの規模なんですかということが、我々

からする最初の質問です。どれくらいの規模の問題なのかわからなければ、管理も難しい

わけであります。問題の規模がわからなければいけないわけですけれども、それを把握す

るためには、全国のサーベイランスが必要であります。また、追加調査も行っていかなけ

れば、どれぐらいの規模の問題なのか決定することができません。一たん問題の規模がは

かられましたら、リスクマネジャーは、それに基づいて何が適切なのか決定することがで

きます。何が適切な介入なのか、それは問題の規模に応じて決定していくことができます。 

 日本の経験ですけれども、私は保証をもって申し上げられるのは、より多くの食品媒介

の疾病が出てくるかと思います。一たん適切に総患者数を見れば、その規模がもっと大き

いと思います。日本の食中毒として、今報告されているのは、まだ氷山の一角にすぎない

と考えているからです。 

○司会 よろしいでしょうか。 

○下園 ありがとうございます。 

○司会 それでは、ほかにご質問、ご意見のございます方は、どうぞ挙手をお願いいたし

ます。ただいまマイクをお持ちいたします。 

○相馬 相馬と申します。よろしくお願いします。 

 ちょっと個人的なことで恐縮なのですが、日本では、鶏肉は基本的には加熱をして食べ

るんですけれども、九州、例えば鹿児島とかそういったところに行きますと、生で、いわ
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ゆる刺身として食べる場合があるのですね。そこに行って、たまたま私も友人と同じ皿の

ものを食べたのですが、私 1人だけがやっぱりおなかを非常に、水のような便になりまし

て、下痢をしました。でも、それ以外の地元の方は、全く何ともなかったのです。これは、

摂取する菌は同じだと思うのですけれども、やはり個人によって耐性が結構あるのかなと。 

 何をいいたいかといいますと、食品は、日本もそうなんですけれども、今非常にきれい

な状況になってきていると思うのです。コールドチェーンも発達しまして、そういった衛

生的な食品がふえればふえるだけ、ヒトがその抵抗性を失って、ほんの少しの菌で症状を

出してしまう。かつては食中毒にはなり得なかった普通の菌が、今後は食中毒となり得る

といった可能性はないでしょうか。お願いしたいと思います。 

○アンギュロ ご質問ありがとうございます。 

 ここで明らかなのは、今ご説明された状況なんですけれども、これは公衆衛生でもよく

知られる現象です。これがワクチンのベースになるわけです。主に児童が対象のワクチン

ですね。 

 例えばはしかのワクチンは、今は定期的に接種されておりますけれども、発明される前、

アメリカでごく一般的だったのは、例えば子供がはしかにかかった場合には、逆にその家

に行って、逆にわざとはしかにうつらせるという習慣があったわけであります。もっと成

長する前に、はしかにかからせてしまう。成長してしまうと、はしかによっても重篤な症

状になりますので、はしかパーティーというものを行ったものなのです。はしかにかかっ

た子供のところに自分の子供を送り込むということが、アメリカでは習慣づけられていま

した。このような自然免疫は、確立されました公衆衛生の慣行であります。 

 よくこういう質問をされます。というのは、私たちは、重要なヒトの疾病の減少を試験

しているわけであります。つまり、食品で汚染レベルを下げる。よりきれいな食品を供給

していくということで、疾病は少なくなっているのですけれども、汚染をどこまで低減す

ればよいのかということが論議を呼んでいます。例えば安全過ぎる食品はどうなのか。す

べての汚染というものを許容しなければ、例えば自然免疫が起こらなくなってしまうから

であります。自然免疫は、ある程度汚染された食べ物によって確立されるわけであり、来

る感染症に対して抵抗力をつけるということで重要だからです。これは重要な問題です。 

 ここで指摘したいのは、このような管理されていない自然現象、私たちは、例えば菌と

してどれぐらいの量に曝露されるのか、それをコントロールできません。しかし、私たち

の人口の多くの割合は、例えば危険な量に耐えられないレベルということもあるわけです。
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免疫レベルが違います。ですから、自然感染症によって、深刻な感染症につながる場合も

あります。アメリカにおきましては、例えば年間 100人がカンピロバクターの感染症で死

亡します。年間 600人がサルモネラ菌で死亡しています。年間 50人がＯ157によって命

を落としています。ですから、公衆衛生担当官として、また、これらの感染症で子供を失

った家族、その患者を見てきた者としては、いつも思い起こさせられるのは、食品供給に

よる感染症はなるべく減少させなければいけないということを実感するわけであります。

重篤な感染症にかかった人たちは、免疫系が弱い人たちなのです。子供であったり、ある

いは高齢者であったりします。ですから、私たちは責任を持って、社会として、食品供給

をなるべく安全なものにしていかなければいけないと考えています。 

 それが回答になったかどうかわかりません。ただ、ここで申し上げたいのは、食品の汚

染レベルを下げることによって、人によっては、第 2次の感染は防げる。ただ、人によっ

ては、自然免疫力が得られなくなってしまう。それもよいことですが、なるべくリスクを

低減しなければいけない。なるべく多くの疾患を防いでいかなければいけない。多くの場

合、食品媒介疾患を防止することは可能だと思います。例えばサルモネラが入っていない

養鶏もできる。また、畜牛でも、Ｏ157あるいはサルモネラ菌なしで飼育することができ

るわけです。楽ではありません。また、重要な投資も必要であります。しかし、このよう

な菌は、例えば動物の腸の中になくてもいいわけです。それを取り除くことは可能です。

それは長期にわたって実現できないかもしれない。しかし、いずれは実現可能だと考えて

います。 

○司会 よろしいでしょうか。 

○相馬 ありがとうございます。今、回答の中で、もう一度質問をしたいのですが、Ｏ157

で、アメリカで年間の死亡者が 50人ほど、サルモネラで 600人ほどということをおっし

ゃっているのですが、先ほどの説明の中で、統計のとり方とか、隠れていて食中毒が上が

ってこないピラミッドの絵があったと思うのですけれども、それにしても、日本は去年 11

ですか、日本とアメリカの食中毒の死亡者がこれだけ違うというのは、その統計のとり方、

情報が上がってくる、こないだけの違いで、これだけ違うのでしょうか。ちょっと確認を

したいのですが。 

○アンギュロ 大変すばらしい質問です。私が理解する限り、いかに２国間の疾病を比較

できるか。例えば日本対アメリカ、日本対ヨーロッパ、必ずしも対アメリカでなくてもい

いんですけれども、いずれにしても、私たちとしては、いかに疾病の統計を２国間で比較
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するか。比較できるためには、例えば報告書で登録されている人を特定しなければいけな

いわけであります。病気の人が何人お医者さんに行くのか。その中のどれぐらいの割合が

サンプルを提供しているのか。そのサンプルのどの割合がラボによって検査されているの

か。それによって全国サーベイランスのデータとして残るわけでありますけれども、両国

に関して知らなければ、両国間の比較はできないわけであります。 

 結論の弁護はなかなかできないと思います。といいますのは、例えばオーストラリアと

アメリカだって比較いたしましても、カンピロバクターの感染は、アメリカよりオースト

ラリアの方がずっと多いということになります。しかし、比較する際に、要因を正しく記

述する。そして、是正をする。報告がどのくらい正しく行われるか、そのあたりを比較し

ないと、絶対的な症例数だけでの比較では、比較の意味になりません。それゆえにやはり

リスクマネジャーにはFoodNetのような調査が必要で、日本にとっての価値はどうか。日

本でFoodNet的なプロジェクトをやれば、リスクマネジャーにも役立つでしょう。そうす

れば、過小評価とか過小報告、あるいは過小診断などもわかると思います。 

 もう１つ大事なことは、FoodNetのようなプロジェクトの必要性ですが、これを使って

変化を正確にモニターできる、観察できると思います。例えばアメリカにおきましても、

とても重要な形で、Ｏ157の減少が見られました。そこでの第１の質問といたしましては、

もしかしたらアメリカの人たちは、過去ほど病院に行っていないかもしれないということ

も考えられます。アメリカの人が来院しても、医師が過去ほどサンプルをちゃんととらな

い。ちゃんと検査しない。あるいは検査機関でサンプルのテスト方法が変わったかもしれ

ない。そういったところもよくスタディーしてみる必要がある。そのようなところの変化

があったかどうかをチェックしてみないと、何か真の変化があったかどうか、ヒトの病気

が本当に減ったかどうかも検証できません。 

 FoodNetはそういうことを可能といたします。つまり、総患者数を評価するだけでなく

て、そのあたりを経時的にチェックする、モニターする。そして、サーベイランスにおけ

るアーティファクトをチェックする。それらのアーティファクトによって、トレンドに影

響が出てないかどうかということも確認できます。 

 日本に２つ問題があると思います。これは多くの国と共通問題です。アメリカも実はた

くさん問題があります。しかし、日本における２つの問題というのは、特に意識しておき

たい問題なのですが、第１の問題は、どのくらいの患者数がいるか正確にわからない。単

に年間死亡者数は 11 例しかないのか。それが本当の数字なのかどうか。どのくらい病気
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があるか、正確につかむ必要がある。 

 それがわからない限りモニターもできません。その病気が本当に減少したのかふえたの

かもわかりません。来年 15 例の食中毒の死亡が報告されたとする。それはことしよりふ

えたのか、15は 11より多いから本当にふえたのか。それとも、その原因は、サーベイラ

ンスのやり方が変わったから数字が変わったのかもしれない。その２つの要因を考える必

要があります。 

 １つは、正確に現状の患者総数がわからない。それがわからない限り、サーベイランス

の変化の解釈もできないわけです。つまり、サーベイランスに影響する要因の評価は難し

くなります。アメリカで、限られた国の財源、資源を投資してFoodNetのようなプロジェ

クトを立ち上げる背景になったのは、そのあたりにあります。 

○司会 それでよろしいでしょうか。 

○相馬 ありがとうございました。 

○司会 ただいまマイクをお持ちいたしますので、お待ちください。 

○春日 国立医薬品食品衛生研究所の春日と申します。 

 先ほど私たちのFoodNetを目指したパイロットスタディーのご紹介をいただきまして、

ありがとうございました。この件についてご質問が２つほど相次ぎましたので、少し補足

説明をさせていただきたいと思うのですが、よろしいでしょうか。 

○アンギュロ どうぞ。 

○春日 事務局の方もよろしいでしょうか。 

 私どもは、厚生労働省の所属ではありますけれども、研究所ですので、現在のところ、

国の方針がどうなっているということを申し上げられる立場にはありません。この

FoodNetのための試みも、アンギュロ博士がおっしゃったように、まだパイロットスタデ

ィーでありまして、日本でもＣＤＣのようなFoodNetのシステムを走らせた場合に、どう

いうデータが集められるのか、そのデータが集められたときに、どういうことに役に立て

られるのか、これを事例として紹介して、それを厚生労働省本省も、消費者の方も、業界

の方も、皆さんが判断された上で、国としてのプロジェクトにすべきなのかどうか、ご判

断をいただくというステージにあります。 

 目的としましては、ＣＤＣのFoodNetに関連してただいまご説明があったとおりなので

すが、それに加えて、今Codexでは、微生物の規格基準をつくる際には、ＡＬＯＰといい

まして、国民の疾病をどのくらいまで減らそうという目標値をまず作成しよう。それに基
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づいて、その目標値を達成するのに必要な食品中の微生物の規格基準を設定していこうと

いう流れが議論されています。その過程では、食品安全委員会の行うリスク評価のステッ

プが不可欠な役割を果たします。このＡＬＯＰの設定に当たって、真の感染者数、患者数

が推定できないと、非常に難しいわけです。FoodNetはそのためのベースラインの情報を

提供する役割も持っております。 

 ですから、先ほどのご質問のように、日本とアメリカとで、実際の病気の大きさがどの

ぐらい違うのか。アンギュロ博士が今おっしゃったように、年次を追ってその疾病がふえ

ているのか減っているのか、それを比較することに加えて、食品衛生上の対策をとるため

の基礎データとしても、実際の患者数の推定は必要になってくるかと思います。 

 先ほど女性の方でご質問くださったと思いますけれども、ですから、今の段階としては、

国としてどういうふうに持っていこうという議論が公式になされている段階ではありませ

ん。私たちはあくまでも研究レベルで、こういうことができる、こういうためにはこうい

うものが必要だということを、現在データを徐々に集めて、お示ししていこうと考えてい

る段階です。 

 途中で失礼いたしました。 

○アンギュロ ありがとうございました。今、コメントをいただきました。 

 私の方から、一言付言いたします。きょうは、多くの意味で不完全な話をしたかと思い

ます。というのは、きょうは、すべての背景をお伝えできませんでした。しかし、とても

フェアな質問ではないかと思います。つまり、アメリカにおいて、なぜ牛肉業界が何十万

ドル、何百万ドル、何千万ドルといったお金を投資する必要があったのか。そして、ああ

いった結果につながったのか。35の食肉加工工場があるわけであります。そこに集約され

ている。お話ししたような集団発生事件、各プラントで何十万ドルというお金がかかるわ

けですね。冷蔵施設を設けて、そこでテストのために製品を 24 時間保存するとか、ある

いは蒸気の殺菌をする。そういう処理の装置を購入する投資、そのほかのさまざまな介入

措置で、それぞれの加工工場で何十万ドルというか何百万ドルという大変な投資を必要と

いたしました。 

 しかし、なぜあえてそんなに投資をしたのか。理由の１つは、先ほどもスライドでのト

レンドでおわかりのように、４年間サーベイランスした後で、Ｏ157のヒトにおける感染

が必ずしも減っていなかったのです。1 つ実証されたのは、科学というものがあれば、必

要な介入に関する合意も取りつけられるでしょう。しかし、もしFoodNetが存在しなかっ

 36



たら、実施されなかったら、業界に対しての指導もできなかったでしょう。つまり、Ｏ157

の変化がないのだということはいえなかったでしょう。食肉業界も関心を持たなかったと

思います。あれだけの投資をして病気を減らそうという動きにはならなかったでしょう。

しかし、科学でちゃんと実証して、症例数を示すことができたことで変化がないというこ

とを示したおかげで、業界の方も投資をすることにつながった。それによって、何百万ド

ルの投資につながったわけであります。 

 そこで、もう１つ同じように大事なことは、例えば業界に何か保障できないかというこ

とであります。投資を行った後、私たちの方から、追跡して、この投資によってヒトの疾

病に変化があったかどうか、それを見ていくことができます。業界を説得するためには、

このような介入をした上で、結果を、問題の規模というものを示していくということです。

つまり、投資をして、変更を施した。その後、その結果が測定できなければいけないわけ

であります。その介入がどのような効果を出したか。 

 ですから、これはすばらしい事例だと思います。これは全国の方針、政策でありまして、

食品供給をもっと安全にしようとするものであります。まず最初に問題を特定し、それか

ら業界と協力して、彼らが自主的に変更を施す。その上で、彼らの努力をたたえ、それに

よって、より安全な食品供給を実現するというすばらしい事例ではないかと思います。 

○司会 お時間の関係上、最後のご質問とさせていただきたいと思いますので、ご了承く

ださい。ただいまマイクをお持ちいたします。 

○小若 小若です。 

 先ほど成長促進用の抗生物質について、アメリカはヨーロッパとハーモニーをとるよう

になるとおっしゃったと思うのですけれども、ヨーロッパの規制で、もう１つ、ほぼ並行

して、動物福祉の観点から、飼い方をゆったり飼って動物福祉を増進することによって、

動物を健康にしていこうという政策がとられています。私たちは、これは非常に有効な政

策で、抗生物質が大幅に減るのではないかと期待しているのですけれども、アメリカは、

この点で同じようなハーモニーをとる可能性があるのかどうかを教えていただきたいと思

います。 

○アンギュロ すばらしい質問です。ありがとうございました。 

 おっしゃるとおりです。すなわち、ヨーロッパで施された変更の推進力となったのは、

食品媒介感染症のこともあったのですけれども、動物福祉ということもあったわけです。

動物福祉に対する姿勢によって、飼育の方法もヨーロッパでは変わってきています。動物
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がどのようにして飼われているのか。それに対する認識が今、高まってきています。これ

も消費者の方から訴えられたことであります。 

 動物をもっと人道的に飼育することによって、ヒトの疾病の増減があったのかどうか、

それはまだ認識されていません。例えば卵を産む鶏を自由に外に出る放し飼いをすること

で、その疾病が多いのか少ないのか、それはまだ未確定であります。ですので、人道的な

飼育はヒトの健康の問題ではなくて、しかし、消費者には確実にかかわってくる問題かと

思います。 

 ですから、ここでは消費者が果たすべき役割があると思います。食用動物としても、あ

る状態で飼育された動物だけを食べる。それは選択肢になるわけでありまして、それによ

って動物の飼育方法にも影響が及ぶかと思います。これがヒトの健康に直接的に関連する

ことではありません。ただ、動物の飼育ということでは、大きなかかわりがあるかと思い

ます。 

 では、動物がもっと人道的に飼育されたかどうか。その場合には、抗生物質の使用量が

減っているのかどうか。その点に関しては、もう少し慎重に扱っていかなければなりませ

ん。なぜなら、例えばこの２つの実証は平行線をたどらなくてもいいわけです。人道的な

飼育を受けた動物に対しても、同じ量の抗生物質が使われていることは十分あり得るから

です。ですから、それを平行に見てはいけないということなんですけれども、それでよろ

しいでしょうか。 

○小若 要するに、健康に飼えば病気にならないから、動物医薬品が減るのではないかと

私たちは思っているのですけれども、そうお考えになりませんかというのを、ちょっと聞

かせてください。 

○アンギュロ この２つの慣行ですが、これは手に手をとり合って進んでいくものであり

ます。例えば消費者が、ある品物を買います。このような飼育方法で、もっと人道的に育

てられた鶏です、放し飼いにされた鶏ですというラベルを見るよりも、抗生物質なしで飼

育されましたという方が望ましいのではないかと思うのです。ですから、放し飼いのチキ

ンを食べることが、抗生物質も少ないということには必ずしも関係はしてきません。例え

ば、飼育状況としては放し飼いされている動物に対しても、同量の抗生物質が投与される

こともあるわけです。ですから、抗生物質の使用とヒトの疾病の件数が少なくなるかどう

かは別個の問題ではないのですが、放し飼いかどうかは、ヒトの健康には直接影響を及ぼ

さないと考えています。これは独立した問題だと考えています。 
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 ただ、消費者が市場で何を選ぶのか。それはよく重複していることなのですけれども、

抗生物質耐性、ヒトの健康ということで、我々は注目しているわけであります。どのよう

に動物が飼育されるか、人道的な飼育というよりも、私は公衆衛生担当官としては、ヒト

の健康に直接影響がある抗生物質がどのぐらい使用されているか、むしろそちらの方に傾

注しています。 

○小若 ブロイラー産業の中で、抗生物質をやめた会社が 15％ぐらいあると申し上げまし

たけれども、そこは、日本で坪というんですけれども、坪 100羽飼っているところを、大

体 60 羽以下にしています。つまり、今までよりも飼う羽数を減らせば、抗生物質をゼロ

にできている。100羽飼うと、３剤同時に抗生物質を使わねばいけないという実態がある

のですから、ゆったり飼うと、抗生物質が要らなくなるというのが、事実 15％存在してい

るというのが、日本の実態です。 

○アンギュロ その情報をありがとうございました。 

 私たちも、デンマークの観察実験があります。ヨーロッパ、ＥＵにおいては、ヒトの抗

生物質は、動物の飼育で成長促進には使えないということなのです。デンマークのブロイ

ラー産業はさらに努力をして、ブロイラーチキンにおいて、成長を目的としたすべての抗

生物質の使用を禁止したわけであります。このデータを見ても、鶏の健康、飼育が大きく

変わったかどうか、その結果は明らかではありません。例えば成長促進剤を使って、少し

体重増になるかもしれない。しかし、抗生物質を購入しなければいけませんので、その体

重増とイコールになってしまうわけであります。つまり、体重はふえる。しかし、それと

同じように、抗生物質を使うということでお金がかかるので、それで相殺されてしまうわ

けです。 

 デンマークにおいては、例えば飼育された密度を変えないで、単に抗生物質を成長促進

のために使うのをやめたわけであります。ですので、スペースを多くとるわけではなく、

単に抗生物質を成長の目的に投与しなくなったということであります。成長促進剤を使う、

あるいは、豚、畜牛、あるいはチキンで抗生物質を使うか否か、それによって飼育の密度

が変わるとは思いません。 

 これは大変興味深い質問なのですけれども、鶏の飼育に関しては、成長促進剤がなくて

も十分成長するということであります。養豚業では、離乳の後、つまり、幼児期にある豚

の問題があるかもしれない。これは離乳直後の問題。しかし、その後に関しては、豚に抗

生物質を与えなくても問題なく育てられるということも示されている例もあります。 
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○司会 よろしいでしょうか。 

 それでは、そろそろお時間となりましたので、この辺で意見交換を終了させていただき

たいと思います。参加者の皆様の熱心なご意見、ご質問、どうもありがとうございました。 

 そして、ご講演をいただきましたアンギュロ博士、どうもありがとうございました。い

ま一度大きな拍手をお願いいたします。（拍手） 

 

（５）閉会挨拶 

○司会 それでは、閉会に当たりまして、食品安全委員会の見上彪委員よりごあいさつを

申し上げます。 

 それでは、お願いいたします。 

○見上委員 本日は、お忙しいところを多数お集まりくださいまして、また長時間にわた

ってご意見、ご質問をいただきまして、ありがとうございました。 

 フレデリック・アンギュロ博士におかれましては、お忙しい中、わざわざ日本まで来て

いただいて、貴重なお時間を割いていただき、本当にありがとうございます。 

 ところで、これまで何度かお話ししてきたことなんですけれども、食品安全委員会の役

割というものは、アンギュロさんもお話ししましたように、科学的なリスク評価をして、

それと同時にリスクコミュニケーションを、両方向やっていく。この役割を果たしていく

ために非常に大切なことは、食品安全委員会に対して国民の皆様が信頼を寄せていただけ

ることだと思っております。この信頼をより確実にするためには、私どもとしましても、

このようなリスクコミュニケーションの場を提供し、皆様からご質問やご意見をいただき、

お互いに理解し合っていくことが必要でないかと思っております。 

 このような考えのもとで、従来より意見交換会を開催しておりますけれども、本日の講

演、意見交換は、今後、当委員会の評価等の活動にとっても、また、我が国においての食

品媒介疾患や薬剤耐性菌の現状や今後の対策などを考えていく上でも、大変有意義であっ

たのではないかと思います。 

 今後とも、国内はもとより、米国、ヨーロッパの先生方をお呼びしまして、意見交換会

などを開催し、皆様のさまざまなお声を伺い、また、食の安全ダイヤルなどを通じていた

だきました皆様方の貴重なご意見などを生かしまして、厚生労働省並びに農林水産省など

のリスク管理機関と連携を図りながら、食品安全行政を総合的に推進すべく努力を続けて

いく所存でございます。 
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 今後とも厳しい目で私どもの取り組みを見守っていただくと同時に、皆様のご協力とご

理解をよろしくお願いいたします。 

 簡単でございますけれども、これをもちまして閉会のあいさつとさせていただきます。 

 本日は、本当にどうもありがとうございました。（拍手） 

○司会 ありがとうございました。 

 それでは、これをもちまして本日のプログラムを終了させていただきます。進行にご協

力いただきまして、ありがとうございました。 

 なお、お使いになられました同時通訳レシーバーは、お席に置いたままご退出ください。

また、入場の際にお渡ししておりますアンケートにぜひご記入いただき、出口の回収箱に

お入れください。よろしくお願い申し上げます。 

 本日は、お忙しい中ご参加をいただきまして、まことにありがとうございました。どな

た様もお忘れ物のございませんよう、どうぞお気をつけてお帰りください。 

午後４時７分 閉会 
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